
第１号様式

（ ・ ）

平成 22 11 30 日

（あて先）広島市長

印

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

　平成 22 年 4 月 1 日 ～ 平成 25 3 31  日

担 当 部 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ッ ク ス 番 号

電子メールアドレス

※受付欄 ※特記欄

備考 １　※印のある欄は、記載しないでください。
２　記名（法人にあってはその代表者の氏名）・押印に代えて、本人（法人にあってはその代表者）が署名する
　ことができます。
３　大規模事業所とは、条例第９条第１項第４号に定める事業所をいいます。
４　「エネルギー起源二酸化炭素排出量算定書等」を提出してください。また、大規模事業所を設置している事
　業者については、事業所ごとに「大規模事業所における温室効果ガスの排出の抑制等に係る重点対策評価票」
　を添付してください。
５　変更後の「事業活動環境計画書」を提出するときは、変更の概要を添付してください。

連
　
絡
　
先

  総務部

  船津　昭浩

  広島市中区大手町二丁目１１－１０　　ＮＨＫ広島放送センタービル

  ０８２－５２３－３３００

  ０８２－５２３－３３０１

  a-funatsu@enecom.co.jp

大規模事業所ごとの温室
効果ガスの排出の抑制等
に関する措置及び目標等

　別紙のとおり
　（※大規模事業所を設置していない事業者は提出不要）

温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の
抑 制 等 に 関 す る 措 置
及 び 目 標 等

　別紙のとおり

事 業 の 概 要 　別紙のとおり

計 画 期 間 年 月

事 業 者 の 要 件 　別紙のとおり

事 業 活 動 環 境 計 画 書 新規　 変更　

広島市中区大手町二丁目１１－１０　　ＮＨＫ
広島放送センタービル

ふ り が な かぶしきがいしゃ　えねるぎあ・こみゅにけーしょんず

氏 名

　広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例第９条第１項、第９条第５項又は第１３条第１項の規定
により、次のとおり提出します。

株式会社　エネルギア･コミュニケーションズ

取締役社長    佐野　吉雄

年 月

住 所 〒730-0051

専エ企025   22.1  A4  5年保存  



第１号様式　別紙１ （平成 22 年度計画分　事業活動環境計画書）

１　事業者の要件（⑴、⑵については、特定年度(*2)における市内に設置された全ての事業所の合計量）

☑

□

□

２　事業の概要

３　温室効果ガスの排出の抑制等に関する推進体制

４　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置及び目標等

⑴　温室効果ガス排出量の抑制に関する目標

*1

*2
*3

*4

*5

*6

目標設定の考え方

t-CO2
温 室 効 果 ガ ス
みなし排出量(*6)

温 室 効 果 ガ ス
実 排 出 量 (*5)

5,357

地域電気通信業

（主たる事業の日本標準産業分類における細分類番号： 3711 ）

平成　21　年度 平成22～24年度 ((a-b)/a)×100

削減量の対基準年度比

　平成２２年９月に，エネルギー管理統括者（総務部長）を議長とする「省エネ推進検討会議」を設置した。
また，この会議メンバーである通信事業本部長・情報システム本部長・総務部長を各部門の省エネ推進責任者
に据え，取組みを推進する体制とした。

計画期間の目標 b

事 業 の 概 要

1.電子計算機およびその関連機器による情報処理
2.電気通信事業法に基づく電気通信事業
3.電気通信および情報処理に関する機器ならびにソフトウェアの開発，製作，販売および賃貸
4.電気通信設備およびこれに付帯する設備の工事ならびに保守

⑶特定事業者以外の事業者

　3,000トン以上（特定事業者）

5,357

t-CO2 t-CO2

％-11.1

基 準 年 度 (*1)

計 画 期 間

-11.1 ％

項　　目

（平均値） (aは基準年度の実排出量)

⑴原油換算エネルギー使用量(*3)が1,500キロリットル以上（特定事業者）

⑵エネルギー起源二酸化炭素を除く物質ごとの温室効果ガス排出量(*4)が

氏 名
（ 法 人 に あ っ て は 名 称 ）

住 所

基準年度の実績 a

4,820

事 業 者 の 業 種

該当する事業者
の 要 件

 株式会社　エネルギア･コミュニケーションズ

 広島市中区大手町二丁目１１－１０　　ＮＨＫ広島放送センタービル

 平成 22 年 4 月 1 日 ～ 平成 25 年 3 月 31 日

 平成 21 年度

当社は，改正省エネ法の努力目標「事業者毎にｴﾈﾙｷﾞｰ原単位年平均1%以上の低減」の達成を目指
す。これを実現する３ヵ年平均のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量を温室効果ガス排出量に換算した数値を計画期間の
目標とした。

基準年度とは、温室効果ｶﾞｽの抑制度合を比較する基準の年度であり、原則として特定年度(*2)とする。なお、基準年
度の温室効果ガス実排出量(*5)については、事業活動の著しい変動等により特定年度が基準年度として適当でないと
きは、事業者の判断により、特定年度を含む連続した過去３か年度の平均値とすることができる。

特定年度とは、計画期間となるべき期間の最初の年度の前年度をいう。
原油換算ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量とは、燃料の量並びに他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ発熱量に換算した後、原
油の数量に換算した量の合算をいう。

温室効果ｶﾞｽ排出量とは、二酸化炭素（ｴﾈﾙｷﾞｰ起源のもの及び非ｴﾈﾙｷﾞｰ起源のもの）、ﾒﾀﾝ、一酸化二窒素、ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛ
ｶｰﾎﾞﾝ、ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ及び六ふっ化硫黄）の排出量を二酸化炭素の数量に換算したものをいう。

温室効果ｶﾞｽ実排出量とは、上記(*4)のうちｴﾈﾙｷﾞｰ起源二酸化炭素の排出量と、それ以外の物質ごとの温室効果ｶﾞｽ排
出量が特定事業者単位で3,000ﾄﾝ以上のものの排出量の合算をいう。

温室効果ｶﾞｽみなし排出量とは、上記(*5)に対して環境価値(*8)に相当する温室効果ガスの削減量等を調整したものを
いう。なお、環境価値が活用されないときの温室効果ｶﾞｽみなし排出量は、温室効果ｶﾞｽ実排出量と等しくなる。

専エ企025   22.1  A4  5年保存



第１号様式　別紙２ （平成 22 年度計画分　事業活動環境計画書）

⑵　事業分類ごとの原単位(*7)の抑制に関する目標　（※任意記載）

⑶　温室効果ｶﾞｽ実排出量の抑制に関する措置の内容

⑷　温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する措置の内容（環境価値(*8)の活用等）

⑸　温室効果ガスの排出の抑制等に関する基本方針

５　その他の取組

*7
*8

事業分類

計画期間の目標 b

0.1577

平成22～24年度 ((a-b)/a)×100

3700
（主として管理事務を

行う本社等）
0.1609

・当社は，すべての事業活動において，“環境を大切にする心”を持って，積極的に環境経営を推進し，
　持続的発展が可能な社会の実現を目指す。
・エネルギーの使用の合理化への取り組みを通じ，事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制を積極的
  に推進する。

0.04725

3711
（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ事業）

1.331

％

％

2.0

事業分類毎の原単位は，温室効果ガス排出量をそれぞれ契約回線数・延床面積・ラック数
で除したものとし，この原単位を年平均1%低減させることを目標とした。

（平均値）

基準年度の実績 a 削減量の対基準年度比

平成　21　年度

・オフィスでの省エネ推進施策の展開により，社員の意識啓発を行う。
・夏季省エネルギー活動（クールビズ）は引き続き推進する。
・産業廃棄物および一般廃棄物の有効利用率の向上（ゼロエミッション）に取り組む。

2.0

なし

　高効率室内機のリプレイスや不要設備の撤去を進め，排出量の抑制を図る。
また，オフィスの消灯や身近な取組みの徹底も併せて行う。

・通信局舎等への高効率空調機の導入・更新（平成22年度実施）
　　　　CO2削減量見込……105t

・不要通信設備の撤去（平成23年度実施）
      　CO2削減量見込……131t

3711
（通信事業）

0.04821

1.304

2.0

環境価値とは、ｵﾌｾｯﾄｸﾚｼﾞｯﾄ制度等により、温室効果ｶﾞｽの排出削減等を行うﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを通じて生成される温室効果ｶﾞｽ
の削減量等をいう。なお、温室効果ｶﾞｽみなし排出量(*6)の調整対象となる環境価値は市内分とし、市長が認めるもの
に限る。

原単位とは、温室効果ｶﾞｽ排出量を生産量、延べ床面積等の当該排出量と密接な関係を持つ値で除したものをいう。

％

原単位の指標及び
目標設定の考え方

専エ企025   22.1  A4  5年保存



第２号様式

平成 23 7 28 日

（あて先）広島市長

印

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

　平成 22 年 4 月 1 日 ～ 平成 25 3 31  日

　平成 22 年 4 月 1 日 ～ 平成 23 3 31  日

担 当 部 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ッ ク ス 番 号

電子メールアドレス

※受付欄 ※特記欄

年 月

住 所 〒730-0051

  ０８２－２４７－８５１１

報 告 対 象 期 間 年 月

かぶしきがいしゃ　えねるぎあ・こみゅにけーしょんず

事 業 の 概 要 　別紙のとおり

広島市中区大手町二丁目１１－１０　　ＮＨＫ
広島放送センタービル

取締役社長    佐野　吉雄

　広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例第１０条又は第１３条第２項の規定により、次のとおり
提出します。

ふ り が な

　別紙のとおり

事 業 活 動 環 境 報 告 書

備考 １　※印のある欄は、記載しないでください。
２　記名（法人にあってはその代表者の氏名）・押印に代えて、本人（法人にあってはその代表者）が署名する
　ことができます。
３　大規模事業所とは、条例第９条第１項第４号に定める事業所をいいます。
４　「エネルギー起源二酸化炭素排出量算定書等」を提出してください。また、大規模事業所を設置している事
　業者については、事業所ごとに「大規模事業所における温室効果ガスの排出の抑制等に係る重点対策評価票」
　を添付してください。

大規模事業所ごとの温室
効果ガスの排出の抑制等
に関する措置の実施状況等

　別紙のとおり
　（※大規模事業所を設置していない事業者は提出不要）

  ０８２－２４７－８５１２

  ma-nagata@enecom.co.jp

連
　
絡
　
先

  総務部

  永田　昌士

事 業 者 の 要 件

氏 名 株式会社　エネルギア･コミュニケーションズ

温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の
抑 制 等 に 関 す る 措 置 の
実 施 状 況 等

計 画 期 間 年 月

　別紙のとおり

  広島市中区大手町二丁目１１－１０　　ＮＨＫ広島放送センタービル

専エ企026   22.1  A4  5年保存



第２号様式　別紙１ （平成 22 年度計画分　事業活動環境報告書）

１　事業者の要件（⑴、⑵については、特定年度(*2)における市内に設置された全ての事業所の合計量）

☑

□

□

２　事業の概要

３　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の実施状況等

⑴　温室効果ガス排出量の抑制に関する目標の達成状況

　　（※温室効果ガス排出量の下段は削減量の対基準年度比　((a-b)/a)×100　（aは基準年度の実排出量））

％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％

*1

*2
*3

*4

*5

*6

 平成 22 年 4 月 1 日 ～ 平成 25 年 3 月 31 日

t-CO24,737 t-CO2

温室効果ｶﾞｽ排出量とは、二酸化炭素（ｴﾈﾙｷﾞｰ起源のもの及び非ｴﾈﾙｷﾞｰ起源のもの）、ﾒﾀﾝ、一酸化二窒素、ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛ
ｶｰﾎﾞﾝ、ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ及び六ふっ化硫黄）の排出量を二酸化炭素の数量に換算したものをいう。

特定年度とは、計画期間となるべき期間の最初の年度の前年度をいう。

t-CO2

使用電力量はＨ２１年度比で５％の増加となったが,二酸化炭素実排出係数が昨年度よ
り小さくなったことから,今年度の二酸化炭素排出量は１．７％の減となった。

t-CO2

実 績 に 対 す る
自 己 評 価

t-CO2 t-CO2t-CO2

t-CO2 t-CO24,820 t-CO25,357 t-CO2温 室 効 果 ガ ス
実 排 出 量 (*5)

温 室 効 果 ガ ス
みなし排出量(*6)

4,737

-11.1

5,357

-11.1 1.7

1.7

温室効果ｶﾞｽみなし排出量とは、上記(*5)に対して環境価値(*8)に相当する温室効果ガスの削減量等を調整したものを
いう。なお、環境価値が活用されないときの温室効果ｶﾞｽみなし排出量は、温室効果ｶﾞｽ実排出量と等しくなる。

基準年度とは、温室効果ｶﾞｽの抑制度合を比較する基準の年度であり、原則として特定年度(*2)とする。なお、基準年
度の温室効果ガス実排出量(*5)については、事業活動の著しい変動等により特定年度が基準年度として適当でないと
きは、事業者の判断により、特定年度を含む連続した過去３か年度の平均値とすることができる。

原油換算ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量とは、燃料の量並びに他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ発熱量に換算した後、原
油の数量に換算した量の合算をいう。

温室効果ｶﾞｽ実排出量とは、上記(*4)のうちｴﾈﾙｷﾞｰ起源二酸化炭素の排出量と、それ以外の物質ごとの温室効果ｶﾞｽ排
出量が特定事業者単位で3,000ﾄﾝ以上のものの排出量の合算をいう。

地域電気通信業

事 業 概 要

1.電子計算機およびその関連機器による情報処理
2.電気通信事業法に基づく電気通信事業
3.電気通信および情報処理に関する機器ならびにソフトウェアの開発，製作，販売お
よび賃貸
4 電気通信設備およびこれに付帯する設備の工事ならびに保守

平成22～24年度平成　23　年度
項　　目

(平均値)

計 画 期 間

基 準 年 度 (*1)  平成 21 年度

該当する事業者
の 要 件

⑴原油換算エネルギー使用量(*3)が1,500キロリットル以上（特定事業者）

⑵エネルギー起源二酸化炭素を除く物質ごとの温室効果ガス排出量(*4)が

⑶特定事業者以外の事業者

　3,000トン以上（特定事業者）

事 業 者 の 業 種

氏 名
（ 法 人 に あ っ て は 名 称 ）

 株式会社　エネルギア･コミュニケーションズ

住 所  広島市中区大手町二丁目１１－１０　　ＮＨＫ広島放送センタービル

基準年度の
実績 a

計画期間の
目標 b

平成　22　年度

計画期間の実績 b

(平均値)
平成　24　年度平成 21 年度 平成22～24年度

専エ企026   22.1  A4  5年保存



第２号様式　別紙２ （平成 22 年度計画分　事業活動環境報告書）

⑵　事業分類ごとの原単位(*7)の抑制に関する目標の達成状況　（※任意記載）

　　（※原単位の下段は削減量の対基準年度比　((a-b)/a)×100 ）

％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％

⑶　温室効果ガス実排出量の抑制に関する措置の実施状況

⑷　温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する措置の実施状況（環境価値(*8)の活用等）

４　その他の取組の実施状況

*7
*8

(平均値)

計画期間の実績 b
基準年度の
実績 a

平成　22　年度

計画期間の
目標 b

原単位の指標及び
実 績 に 対 す る
自 己 評 価

平成 21 年度

2.0

平成22～24年度
(平均値)

0.04821

事業分類

3922
（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ事業）

　昨年９月に省エネ対応に関する社内体制(省エネ推進体制)を確立した。以後，エネルギー管理統括者を
中軸に定期的に省エネ検討会議を開催し，省エネ対策について報告を行っている。
　平成２３年度からはエネルギー消費原単位を月別で可視化を行い，経営層へ報告するとともに，全社員
の省エネ意識の高揚を図っている。また，クールビズは例年６月から実施しているが，今年度は前倒しで
５月から実施している。

平成22年度に実施済または，平成23年度以降に実施予定の温室効果ガス実排出量の抑制に関する措置
　 は以下のとおり。(数値は広島市以外を含む)
　
　　・広島ハウジング局の高効率空調機の導入・更新…… 84t削減  （平成22年度実施済）
　　・不要通信設備の撤去…………………………………123t低減見込（平成23年度実施予定）
 
　また，平成22年度から平成25年度にかけ，省エネルギーパソコンへの取替，通信局舎における高効率空
調機の導入・更新を進めている。

3711
（通信事業）

3700
（主として管理事
務を行う本社等）

0.1577

該当なし

-4.3

平成22～24年度

1.331

0.1609

2.0 9.6

2.0 5.8

0.1516

0.04725

原単位とは、温室効果ｶﾞｽ排出量を生産量、延べ床面積等の当該排出量と密接な関係を持つ値で除したものをいう。
環境価値とは、ｵﾌｾｯﾄｸﾚｼﾞｯﾄ制度等により、温室効果ｶﾞｽの排出削減等を行うﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを通じて生成される温室効果ｶﾞｽ
の削減量等をいう。なお、温室効果ｶﾞｽみなし排出量(*6)の調整対象となる環境価値は市内分とし、市長が認めるもの
に限る。

通信事業及び主として管理事務を行う本社等においては，「エネルギー消費量に密接
な関係をもつ値」の増加率に対し，使用電力量の増加率が下回ったことから目標を達
成した。

1.304

0.04358

1.3886

平成　23　年度平成　24　年度
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